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－1－ 

１．ＣＦＰ試験を知る 

（１）日程 

  ＣＦＰ試験は、毎年２回（６月と 11 月の第２・第３日曜日）に実施されます。 
ＡＦＰ試験（２級ＦＰ技能検定）とは異なり、２日間による６分野の課目別試験で、課目ごと

に合格が認められます。 
 

第１日目：平成22年11月14日（日） 

① 金融資産運用設計 ９：30～11：30 

② 不動産運用設計 12：30～14：30 

③ ライフプランニング･リタイアメントプランニング 15：30～17：30 

 

第２日目：平成22年11月21日（日） 

① リスクと保険 ９：30～11：30 

② タックスプランニング 12：30～14：30 

③ 相続・事業承継設計  15：30～17：30 

※試験問題の法令基準：平成22年４月１日の時点ですでに施行（法令の効力発行）されているものを基

準とします。（６月試験、11月試験とも同じです。） 

（２）試験形式 

試験形式は各課目ともすべて四肢択一のマークシート方式。試験時間は２時間で各 50 問です。 
 

（３）合格率データ  

平成22年5月１日現在のＣＦＰ®認定者 16,795人 

 

■平成21年11月試験 課目別合格率 

 金融 不動産 
ライフ・

リタイア

リスクと

保険 
タックス

相続・ 

事業承継 
６課目一括

受験者数 2,215名 1,961名 2,245名 2,273名 2,183名 2,077名 257名

合格者数 720名 820名 820名 897名 791名   755名   16名

合格率 32.5％ 35.9％ 36.5％ 39.5％ 36.2％ 36.4％ 6.2％

 
■６課目全課目一括受験者の全課目合格率の推移 

実施 H18.11 H19.6 H19.11 H20.6 H20.11 H21.6 H21.11 

受験者数 339名 404名 332名 385名 335名 267名 257名

合格者数   25名   31名   23名   51名   17名   24名   16名

合格率 7.4％ 7.7％ 6.9％ 13.2％ 5.1％ 9.0％ 6.2％
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２．ＡＦＰ試験との比較 

（１）課目別合格 

ＣＦＰ試験は課目合格制を採用しており、各課目50問の出題となっています。問題数から判

断しても、ＡＦＰ試験（２級ＦＰ技能検定）に比べ、深い知識と応用力が必要と考えられます。

言い換えれば、単に暗記する学習は通用せず、実務にも通ずる知識や能力が問われるというこ

とです。また、出題範囲・制限時間から考えて、満点をとるための学習は大変に困難といえま

す。したがって、合格するために必要な試験対策を効率的に行うことが重要です。 

なお、課目別試験といっても、ＡＦＰ試験（学科）ほど各分野の線引きがはっきりしている

わけではないので、ＡＦＰ試験の６分野とは異なる、ＣＦＰ試験の出題範囲を意識しておく必

要があります。 

（２）合格点が未公表 

ＡＦＰ試験の合格基準は、学科・実技ともに60％と公表されています。しかし、ＣＦＰ試験

の合格ラインは未公表であり、毎回の合格点も発表されていません。 

課目ごとの合格率にはバラツキがあるものの毎回約30％前後で推移しています。ＣＦＰ試験

合格のための判断基準として、自分の成績が全受験生に対し上位３割以内の位置を確保できて

いるかを目安に学習することが肝要です。 

そのためには、難解な問題を解くことよりも、誰もが解ける問題を落とさずに、短時間で正

解に導く力を備えることが重要です。 

（３）実務的な出題 

 ＡＦＰ試験は学科・実技という出題形式の違いから、学科（四択）で基本用語や数字の正誤

問題による知識の確認、実技（記述）で計算問題を中心にした出題という棲み分けが行われて

いました。一方、ＣＦＰ試験は全てマークシート方式による四択問題の形式となっていますが、

その中で煩雑な計算問題も多数出題されます。 
 単に公式や数字を覚えていれば解けるという内容ではなく、数式等については問題文で与え

られた状態から正しく使いこなせるかどうかを問う、非常に実務的な計算が多く出題されてい

ます。また、文章の正誤問題についても、制度概要を問うような内容ではなく、詳細な特例ま

で含めたアドバイスを適切に行えるかどうかという視点に立った問題が出題されています。 
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３．ＣＦＰ試験を目指す方へ 

（１）効率的な合格への戦略：課目選択 

 ＣＦＰ試験の出願は課目ごとの申し込みであるため、自分の学習ペースに合わせて受験課目

を選択することが可能です。もちろん、６課目一括受験で短期合格を勝ちとる方もいます。そ

の場合は、試験の難易度が上がっている現状を考えると、半年の間に相当程度の時間を確保し

なければなりません。 

 最近では、多くの受験生が同時に複数課目の学習を行っています。この場合、やみくもに課

目を選択するのではなく、他の分野との関わり合いを意識しながら、組み合わせを考えるとよ

いでしょう。 

 一般的には、どの分野とも関係の深い「タックスプランニング」や「ライフプランニング」

の学習を先行させておくと、後々の学習を効率的に進めることができます。また、２日間にわ

たる試験のため、試験日の関係から課目を選択することも考えられます。 

 

（２）合格への戦術：出題傾向分析 

① 長文 

 ＡＦＰ試験と比較して、設例・選択肢ともに長文化の傾向にあるＣＦＰ試験は、全ての情報

を限られた時間内で精読してから解答する時間の確保は困難です。問題文から読み取るべきキ

ーワードや正誤に影響しやすい文章パターンをあらかじめ知っておかなければ、その場での読

み取りは難しいと考えられます。 

② 詳細 

 法令や制度において基本となる部分を確認する問題ばかりではなく、特例的な（場合によっ

ては実務上も稀な）細かい内容を聞かれることもあります。多岐にわたる特例や時限的な経過

措置などを全て把握しておくことは不可能なので、出題の可能性が高い論点を取捨選択する作

業が大切です。 

③ 実務 

 単に公式や条文を覚えているかどうかを問う内容ではなく、その知識を実務においてどのよ

うに使いこなすかが問われます。間違えずに解答するためには、制度背景の理解とともに周辺

分野との関わり合いを知っておくことも必要となります。 
 

（３）合格への秘訣 

① 基本となるＡＦＰの知識 

 設問の質・量ともＡＦＰ試験を上回るＣＦＰ試験ではありますが、当然のことながらＡＦＰ

で学習した知識が基礎となります。実際の出題にはＡＦＰの知識で対応できる問題もあり、他

の受験生との競争である点を考えると、基本的な論点を取りこぼしてはいけません。また、Ａ

ＦＰ試験で学習した内容が、ＣＦＰ試験の他の分野で出題されることもあります。 

② 解答に辿り着くテクニック 

 制限時間のあるＣＦＰ試験においては、知識だけではなく、素早く解答に辿り着く技術も必

要になります。特に計算問題は、与えられる資料が膨大であるため、解法を思いついても短時

間で結論に到達できない場合があります。そうならないためには、普段から電卓を使った効率

的な計算法を訓練しておくことが大切です。また、満点をねらう試験ではないため、問題を見

た段階でどの程度の手間がかかるかを判断し、効率的に得点する力を身につけましょう。 
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③ 最新の情報・実務的な思考 

 ＡＦＰ試験と同様に、過去問題の演習や分析が最大の試験対策であることは言うまでもあり

ません。しかし、ＣＦＰ試験では実践的な知識を重要視しているため、過去問題だけでは対応

しきれない最新の情報も出題されます。それらの膨大なテーマの全てに個人で対応することは

大変な労力を必要とします。 
 なお、ＡＦＰ試験後の時間が経過している方にとっては、税金や社会保険などの制度改正に

ついて、最新のルールを必ず確認してください。 
 

※ 現在のＣＦＰ試験の出題傾向を考えると、知識の差だけではなく技術の差が大きく合否に影

響します。結果として、一昔前のような独学による試験対策は時間的に遠回りになってしま

う可能性が高いと考えられます。 
ＣＦＰ講座を利用した効率的な対策によって、短期合格を獲得していただければ幸いです。 
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４．ＣＦＰの過去問題 
① 金融資産運用設計：金融商品取引法 

 

問題４７（設問Ａ）／【平成21年度 第１回試験問題】 
 
「犯罪収益移転防止法」に関する次の記述の空欄（ア）～（エ）にあてはまる数値と語句の

組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 
 
平成２０年３月１日に「犯罪収益移転防止法」が施行されたことに伴い、従来、金融機関

に本人確認を義務付けていた「本人確認法」は廃止されたが、金融機関が行う本人確認の

内容は基本的に変わっていない。そのため、例えば個人の顧客が預金口座を開設する場合

や（ ア ）万円を超える大口現金取引をする場合などには、運転免許証等の公的証明書

などにより、氏名、住居および（ イ ）を確認する必要がある。また、平成１９年１月

４日から、顧客が（ ウ ）万円を超える現金振込を行う場合にも本人確認を義務付けて

いる。これにより、顧客は（ エ ）を通じた（ ウ ）万円を超える現金振込はできな

くなった。 
 
１．（ア）２００ （イ）年齢   （ウ）１０  （エ）預貯金口座 
２．（ア）２００ （イ）生年月日 （ウ）１０  （エ）現金自動預払機（ＡＴＭ） 
３．（ア）３００ （イ）年齢   （ウ）２０  （エ）預貯金口座 
４．（ア）３００ （イ）生年月日 （ウ）２０  （エ）現金自動預払機（ＡＴＭ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正解：２ 

 

 

金融商品に関する諸法令の問題は、毎回数問ずつ出題されている。特に、改正が行われた

ものについては出題の頻度が高く、金融業界の憲法ともいわれる「金融商品取引法」をはじ

め金融機関と顧客の関係を規定する法令の出題が多い。ＣＦＰ試験は、ＡＦＰ試験のように

概要を問う設問ではなく、実務上必要な知識が具体的に選択肢として並ぶ。 

【コメント】 
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② 不動産運用設計：建築基準法 

 

問題３４（設問Ｃ）／【平成21年度 第１回試験問題】 
 
土地の有効活用に関連する一般的な建築基準法の容積率等の特例について、ＣＦＰ認定者が

説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 

１． 駐車場の床面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計の５分の１を限度として、

容積率の計算上の延べ面積に算入しない。 
２． 建築物の地階（天井が地盤面上１ｍ以下のものに限る）の住宅部分の床面積は、その建築

物全体の床面積の５分の１を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入しない。 
３． 敷地面積が一定規模以上で、その敷地内に一般に開放される広場や歩道などの空き地を有す

る場合は、一定の要件の下に、特定行政庁の許可を受けて、容積率や高さ制限の緩和を受け

ることができる。 
４． 一定の用途地域内の住宅を含む建築物の場合に、敷地面積と道路に面する空き地が一定規模

以上である場合は、一定の要件の下に、特定行政庁の許可を要せずに、延べ面積に対する住

宅の床面積の割合に応じて容積率の緩和を受けることができる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正解：２ 

 

 

建築基準法などの重要な法律については、実務的かつ時事内容を盛り込んだ問題が頻出と

なっている。このような問題への対策は、広範な情報の中から取捨選択が必要となるため、

独学での対応は難しいと考えられる。また、テキストや過去問題の分析だけではなく、新聞

やニュースなど日常における情報収集の意識も大切だろう。 

【コメント】 
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③ ライフプランニング･リタイアメントプランニング：老齢基礎年金 

 

問題３８（設問Ｂ）／【平成21年度 第１回試験問題（改題）】 
 

森野俊治さんは、現在 59 歳である。60 歳からＰＤ社に再雇用で勤務してそのまま厚生年金に
加入し、２年後（62 歳の誕生月）に退職した場合、65 歳から受ける老齢基礎年金の年金額
（ア）と老齢厚生年金に加算される経過的加算の額（イ）の組み合わせとして、正しいものは

どれか。 
 

＜森野俊治さんの年金加入歴＞ 

・昭和２４年８月３日生まれ 

昭和４８年４月～昭和５１年３月まで（３年間）：厚生年金（ＰＣ社） 

昭和５１年４月～６０歳に達するまで（３３年４ヵ月）：厚生年金（ＰＤ社） 

 

＜老齢基礎年金＞ 

７９２，１００円×
月

負担に応じた割合）（保険料免除月数保険料納付月数

480
( ×+

 

＜特別支給の老齢厚生年金＞ 

定額部分：１，６７６円×１．０００×被保険者期間の月数×０．９８５ 

報酬比例部分：省略 

＜老齢厚生年金＞ 

 年金額＝報酬比例部分＋経過的加算 

 経過的加算＝定額部分の額－老齢基礎年金相当額（20 歳から 60 歳までの厚生年金の被保険者期間にかか

る額） 

 ※なお、定額部分には 20歳未満や 60歳以降の厚生年金加入期間も含まれる。 
 

 
１．（ア）７５９，１００円 （イ）３９，９０５円 
２．（ア）７５９，１００円 （イ）３９，６２１円 
３．（ア）７１９，５００円 （イ）３９，９０５円 
４．（ア）７１９，５００円 （イ）３９，６２１円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正解：３ 

 

年金額の計算は、頻出の論点となっている。出題傾向として、基本計算式を暗記すること

により簡単な計算を行うタイプではなく、計算式が与えられた状態で正しい計算が出来るか

どうかを問う形式となっている。表面的な知識ではなく、実務に即した知識を問う設問が多

いＣＦＰ試験では、しっかりと制度の本質を理解しておく必要がある。 

【コメント】 
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④ タックスプランニング：医療費控除 

 

問題３１（設問Ｂ）／【平成21年度 第１回試験問題】 
 
多川さんの妻（専業主婦）は、平成２１年８月に長男を出産した。出産に要した費用および

平成２１年中に受け取った金額が下記のとおりである場合、多川さんの平成２１年分の医療費

控除の金額として、正しいものはどれか。なお、多川さんの給与所得の金額は３３０万円であ

り、給与以外の所得はないものとする。 
 
＜多川さんが妻の出産に関して平成２１年中に負担した費用＞  
① 平成２１年１月から８月までの診療費および分娩費で産婦人科医に支払った金額 ７３万円 
② 出産時の産婦人科医院までの妻が乗ったタクシー代  １万円 
  
＜多川さんが妻の出産に関して平成２１年中に受け取った金額＞  
① 健康保険組合からの家族出産育児一時金 ３８万円 
② 親戚、友人からの出産祝い金 ５万円 
③ 勤務先からの慶弔金 ２万円 

 
１． １９０，０００円 
２． ２４０，０００円 
３． ２５０，０００円 
４． ２６０，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正解：４ 

 

 

医療費控除に関する設問は、毎回出題されている。文章による正誤ではなく、簡単な計算

問題となっているが、医療費控除の具体的な例を理解していれば比較的対応しやすい問題と

考えられる。このテーマも単なる制度理解ではなく、実務上で扱いそうな項目を整理してお

くことが正解のポイントだろう。 

【コメント】 


